意見書第２４号

障害者自立支援法の廃止、障害者総合福祉法制定を求める意見書
　２００６年に施行された障害者自立支援法は、障害福祉サービスの利用に原則１割の応益負担を課したことから、障害者や家族に多大な犠牲を強いる結果となった。自公政権は、２度にわたり軽減措置をおこなったが、障害者からの「はたらきにいくのに、なぜお金がいるのか」「トイレにいくのにお金がいるのか」「応益負担をなくせ！」の声に、真面目に応えなかった。

　９月に発足した新政権は、「障害者自立支援法は廃止」し、新たな法律を定めるとしているが、先に発表された概算要求では、２０１０年度は軽減措置を拡大し「利用料を市町村民税非課税世帯までは無料とする」にとどまっている。発表された負担軽減策は、抜本解決への道を示すものでではなく、従来の延長線ともとれるものであり、この間の「応益負担をなくせ！」の声に真摯に向き合っているとは言えない。

　なお、こうした小手先での対応は、障害者や家族に混乱と分断を招くだけでなく、市町村に事務の混乱と負担だけを招くことになる。

　国は「応益負担をなくせ！」の声に真摯に向き合い、障害者自立支援法の廃止、障害者総合福祉法の制定を速やかにすすめるよう、以下の項目を要望する。
記

１．応益負担と報酬単価の日額制について、２０１０年４月実施を目処に、障害者自立支援法の一部改正を行い、自立支援医療、補装具も含め利用料負担を廃止すること。

２．報酬単価を引き上げるとともに、施設報酬の月額化をはかること。

３．障害者総合福祉法制定への行程を明らかにすること。

４．制度移行にあたって、市町村事務に混乱・負担が生じないようにすること。
以上､地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成２１年１２月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　愛知県武豊町議会　議長　小　山　茂　三
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